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秋季シンポジウム

平成 24 年 11 月 10 日（土）に、

新横浜プリンスホテル５階の

「シンフォニア」にて、平成 24 年

度全青税秋季シンポジウムが、

神奈川青税主催で開催されまし

た。

全国から 312 名の参加申込を

いただき、当日も多くの会員の

皆様にご参加いただき、盛況で

終えることができましたこと

を、深く感謝申し上げます。

今回の秋季シンポジウムの準

備は、平成 23 年９月に、会場選

びから始めました。ここ数年、神

奈川青税主催の全国大会や秋季

シンポジウムは、遠方からお越

しくださる全青税会員のみなさ

んの足回りの良さを考慮して、

新横浜プリンスホテルを利用し

てきました。まず今回、会場を選

ぶに際して、たまには他のホテ

ルに変えてみようと考えて数か

所の横浜及び新横浜周辺のホテ

ルにあたってみたところ、こと

ごとく「11 月の週末は婚礼優先

ですので、会議での宴会場ご利

用はお断りしています」と断ら

れてビックリ。（結婚式の方がホ

テルにとっては収益力が高いこ

とを実感しました。）そして結

局、今回の会場も、快く予約を受

けてくださった新横浜プリンス

ホテルに、決まった次第でした。

実行委員会の活動は平成 23

年 12 月から本格的に開始しま

した。全国からお越しくださる

みなさんに気持ち良く過ごして

いただけるようにと、新横浜プ

リンスホテルでも、一番大きな

宴会場を利用することとしたた

め、予算繰りが苦しい出発とな

りましたので、単位青税のみな

さんには多くの動員をお願いす

るとともに、実行委員会の運営

では節約とやりくりに知恵を絞

りました。

実際には、単位青税のみなさ

んに、本当に多くの参加申込を

いただき、最終的に 300 名を超

える参加申込を頂戴し、本当に

嬉しかったです。毎月開催した

実行委員会では、色々なアイデ

秋季シンポジウム in KANAGAWA

昨年に続きディベート合戦　300 余名が集う 24.11.10
新横浜プリンスホテル

実行委員長総括報告

秋季シンポへのご協力に深く感謝

秋季シンポジウム実行委員長

大 沼 はるみ（神奈川）

第１試合　近畿青税 vs 千葉青税 第２試合　岐阜青税 vs 埼玉青税



秋季シンポジウム

ィアや提案とともに、実行委員

のみなさんが積極的に活動くだ

さる姿に、心強く感じるととも

に、仲間の良さをしみじみと感

じました。

秋季シンポジウムの内容は、

第一試合が近畿青税 vs.千葉青

税で「無償独占 vs.有償独占」、第

二試合が岐阜青税 vs.埼玉青税

で「年末調整制度維持 vs.廃止し

て確定申告へ」、第三試合が東京

青税 vs.名古屋青税で「所得税法

56 条宮岡事件」でした。当日は、

第一試合の青税らしい仮装によ

る熱演から始まり、内容はいず

れも良く研究された結果が披露

された熱いディベ−ト合戦とな

りました。

審査結果は、第一試合は近畿

青税、第二試合は埼玉青税、第三

試合は東京青税の勝利となり、

総合優勝は東京青税が勝ち取り

ました。MVPは、第一試合は高

木貞和会員（千葉）、第二試合は

河合基裕会員（岐阜）、第三試合

は鈴木一生会員（東京）が各試合

ごとに選ばれ、総合MVPには、

今谷悦朗会員（埼玉）が審査員の

ダントツ評価で選ばれました。

引き続いての懇親会では、神

奈川青税の田渕会員のご紹介で

お越しいただいた、世界でも珍

しい女性プロジャグラ−のミ

ス・サリバンに会場全体を盛り

上げていただきました。

今回の秋季シンポジウムが無

事に開催されましたのも、みな

さまのご協力の賜物と深く感謝

申し上げます。各単位青税のみ

なさま、審査委員長を速答でご

快諾いただいた阿部先生、審査

委員のみなさま、そして本当に

ご尽力いただいた神奈川青税の

みなさんに、この場をお借りし

て、心よりお礼申し上げます。

PS

全国青税神奈川秋季シンポジ

ウムのパンフレットに、神奈川

青税有志の若き日の写真が掲載

されておりましたが、当日に答

合わせをする時間がありません

でした。

答えは神奈川青税のHPに掲

載されております。詳しくは

WEBで！

第３試合　東京青税 vs 名古屋青税 審査員席



平成 24 年 11 月 10 日（土）、私

は岐阜青年税理士連盟の一員と

して神奈川での秋季シンポジウ

ムに参加しました。今年は、昨年

に同様ディベート合戦となり、

私はそのディベート合戦のディ

ベーターの一員となりました。

そした、私たち岐阜青年税理士

連盟は「年末調整制度維持 v.s.

廃止して確定申告へ」の維持側

と廃止側をそれぞれの立場で埼

玉青年税理士連盟と対戦しまし

た。

思い起こせば、あれは、夏の始

まりぐらいの７月……

別府徹也会長から「今年の秋

季シンポジウムのディベート大

会に参加して頂きます。」と仰せ

つかわり、ビックリ。「私には無

理だなぁ。」と思いつつも、ノー

と言わない日本人を目指す私は

秋季シンポジウム

ディベート合戦　かく戦えり

あっさり「大丈夫です。任せて下

さい！！」と言ってしまいまし

た。

ディベートの準備を始めたの

は、夏も終わりの８月下旬。まず

は、今回のディベーターと準備

のサポートをして頂くメンバー

とともに懇親会を行いました。

そこでディベートの今後の進め

方等を伺いました。資料収集、論

点整理、論文作成、立論作成、プ

レゼンテーション資料の作成…

…気が遠くなる説明を伺い……

ノーと言わない日本人を目指し

た自分を呪ったことを記憶して

おります。

実際の作業としては、２週間

に１回程度集まり、その集合ま

でに与えられた各自の宿題をこ

なし、その宿題の内容を議論し

ました。そして、最後に次回まで

の宿題を確認するという要領で

作業の方を進めていきました。

資料収集と文章作成が主なこと

となりますが、文章作成の難し

さを痛感し試行錯誤しました。

それでも、他のメンバーと限ら

れた時間のなかで意見を出し合

って行う作業はそれほど苦にな

りませでした。

そして、ディベート大会当日。

私も含めて今回参加したメンバ

ー全員が初めてのディベート。

右も左もわからない私たちメン

バーの合言葉は「エンジョ

イ！！」。特に他の人が失敗した

ら、笑ってフォローできるぐら

い楽しくディベートをしようと

いう話になりました。

実際のディベートは、発言し

ても話がうまくまとめられな

い、受け答えが支離滅裂になる

こともしばしば。もちろん、ディ

ベートそのものの結果は惨敗で

した。しかしながら、ディベート

が終わってのメンバーの感想は

「勉強になったね。」「思ったより

楽しくできたね。」でした。限ら

岐阜青税

エンジョイ！！秋季シンポジウム

岐阜青税　河　合　基　裕

秋季シンポジウム in KANAGAWA



埼玉青税ではシンポ以外でデ

ィベートは行っていないため、

昨年はディベートの「ディ」の字

も知らない状態で王者東京青税

と対戦することとなった。結果

は惨敗。今年のシンポもディベ

ートに決まったことを知ったと

きは、正直「またか」と思った。

それくらい昨年のディベートは

トラウマのようになっていた。

とはいえ、「やるからには昨年

よりもよい戦いができるよう

に」の思いはメンバー一致だっ

たので、昨年の経験・反省もふ

まえて早めに原稿を仕上げ、デ

ィベートの準備に着手した。準

備を始めてみると、何を準備す

ればよいのかわかっていなかっ

た昨年と違い、ある程度ディベ

ートがイメージできたこと、テ

秋季シンポジウム

れた時間の中でメンバー同士で

議論、試行錯誤したこと全てが

これらの言葉に集約されている

と思います。また、今回のディベ

ートの目標であった「エンジョ

イ！！」をディベーター全員が

達成できたことは言うまでもあ

りません。そして、「ノーとたま

には言える日本人」を今後目指

そうと私が心に決めたことも言

うまでもありません（笑）。

最後に、秋季シンポジウムの

準備のために毎回お付き合い頂

いた別府徹也会長、高井正樹さ

ん、美濃島慎平さん、山木田篤則

さん、そして、多大な尽力を尽く

して頂いたその他関係者の皆様

に厚くお礼申し上げます。あり

がとうございました。本当に勉

強になりました。

埼玉青税

秋季シンポジウムについて

埼玉青税　今　谷　悦　朗

ーマである「年末調整制度の是

非」が非常にポピュラーな論点

でもあったことから、論点整

理・立論作成・想定問答作成と

いった準備が比較的スムーズに

できたと思う。実戦形式での練

習については、昨年はほぼ「ゼ

ロ」だったが、今年はメンバーだ

けでなく埼玉青税の先輩方はじ

め他の会員にも協力いただき、

例会のなかで時間をとって行う

ことができたことも、本番に向

けたイメージアップや論点の補

充に大いに役に立った。ただ、

「立論を交換して行うディベー

ト」とは本質的に異なるため、実

戦練習は依然として不足してい

た。その不足を補ったのが、本番

２週間前に東京青税と青山学院

大学法学部によるディベート大

会を見学させていただいたこと

である。ここでの両者の戦いか

ら、ディベートの技術、最終弁論

のコツなど、多くのことを学ぶ

ことができた。

このように準備を重ねたとは

いえ本番は別物、対戦相手の立

論を見るまでは非常に緊張し

た。とはいえ、対戦が始まるとほ

ぼ作戦タイムで打ち合わせした

とおりメンバー全員で動くこと

ができた。一瞬（攻め方の時間帯

で）質問が途切れ、冷や汗をかい

たがチームワークで乗り切るこ

とができた。チームとして成長

の成果を示すことができたのは

非常にうれしかった。対戦相手

の岐阜青税のメンバーの方は今

回が初ディベートということだ

ったが、チームワークが非常に

よく役割分担もきちんとされて

いて初ディベートとは思えない

戦いぶりだった。特に後半はこ

ちらが押される場面もありどち

らが勝ってもおかしくない試合

だったと思う。

最後に、他にも見事なやりと

りをされていたディベーターの

方がおられるなかで、私ごとき

が総合MVPをいただいたのは

汗顔のいたりだった。評価して

くださった審査員の皆さまに感

謝したい。



秋季シンポジウム

労しました。また近畿青税の伝

統！？であるパフォーマンスを

いかにディベートに組み込むか

についても腐心しました。結局、

「有償独占（後攻）」に、橋上徹の

選挙演説風のパフォーマンスを

組み込むということで落ち着き

ました。演説者＋ウグイス嬢＋

支援者たちという構成で、ディ

ベートを繰り広げるという、我

ながらとてもシュールな絵図が

演出できたのではないかと思い

ます。一方で「無償独占（先攻）」

の方は、とてもロジカルで固い

印象の立論となったため、特に

パフォーマンスは組み込まず、

硬派な立論を目指したため、審

査委員の方も指摘されておりま

した通り、もし「無償独占（先

攻）」の立論が先立つと、出オチ

のまま真面目な立論を行わなけ

ればならない（これもある意味

シュールな感じですが。）という

ことになるため、なんとしても

後攻を取りたいと思っておりま

した。　　　

結果、対戦相手である千葉青

税の方に懇願し、後攻をさせて

この度は神奈川で行われた秋

季シンポジウムに参加させて頂

き、誠にありがとうございまし

た。今回シンポジウムに向けて

の準備は、今年の７月頃から始

動し、シンポジウムの原稿作成、

ディベートチームに分かれて準

備を進めました。この準備にあ

たっては、秋季シンポ対応委員

会の他、幹事会でも時間を取っ

て頂いたり、合宿を行ったり、そ

して様々な方に、原稿のチェッ

クやディベート練習などの相手

をして頂いたりと、まさに近畿

青税総力を結集した万全のバッ

クアップ体制の下で準備をすす

めることができました。今回、こ

の準備を通じて改めて近畿青税

の人財の層の厚さを実感しまし

た。

今回のディベートテーマは

「無償独占VS有償独占」で、近

畿青税は千葉青税との対戦でし

たが、今回のルールでは無償独

占と有償独占の両方の立場で立

論を行い、裏表それぞれについ

て対戦を行わなければならない

ので、立論を固めるのに随分苦

頂くこととなり、個性豊かな５

人のディベーターの大活躍によ

り、最高のパフォーマンスを発

揮することができました。今回

の千葉青税の皆様にはあたたか

いご配慮に、本当に感謝してい

ます。

さて、肝心のディベートの内

容ですが、無償独占という制度

論のテーマをそれぞれ 10 分と

いう限られた時間で議論を尽く

すことはとても難しく、もう少

しテーマを絞って、予め対戦相

手の方と前提条件についてもっ

と協議をしておけばよかったな

と反省しております。しかし、準

備の過程で今回のテーマである

「無償独占」について沢山の方々

の意見を聞き、議論を繰り返す

ことを通じて、この無償独占に

関する理解が大変深まりまし

た。そして才能溢れる個性豊か

ディベーターの皆さんとの準備

もとても楽しくさせて頂くこと

ができました。

最後に今回主催である神奈川

青税の皆さんをはじめ、全青の

各担当者の皆様、そしてディベ

ート出演チームに全力でサポー

トしていただいた近畿青税及び

各支部の皆様全てに感謝を申し

上げます。本当にありがとうご

ざいました。

近畿青税

シュールな演出で効果を

近畿青税秋季シンポ対応委員長　嶋　田　真　之



秋季シンポジウム

千葉青税

議論の鍛錬を痛感したディベート合戦

千葉青税　松　崎　美　和

け入れましたが、今から思えば、

そこから勝敗の分かれ道だった

のかもしれません。

相手方の立論を読むことで頭

がいっぱいだったため、残念な

がらじっくり見ることが出来な

かったのですが、コスチューム

やパフォーマンスに凝った演出

の近畿青税の立論発表にまず圧

倒されました。願わくば、もっと

リラックスした状態で見てみた

かったです。

ディベートの本番中は、役割

分担を決めていたため、そこだ

けに集中できたところは良いポ

イントだったと思います。でも、

やはり議論に不慣れな為か？議

論全体を見渡す余裕がなく、終

わってからも全体としてどうだ

ったか？と自分でも判断出来な

い状態でした。

結果は残念ながら千葉青税の

惜敗に終わりました。そんなな

か、昨年税理士試験に合格し一

般企業勤めの高木会員がこの対

戦の個人MVPを獲得できたこ

とはとても嬉しく私の気持ちも

取り直す事ができました。テー

マが税理士法のことであり、税

理士登録をしていない立場では

不利に思えたのですが、よく頑

張ったと思います。

さてさて、シンポジウムは、資

料集作りから発表の過程までと

ても勉強になりますし、発表形

式がディベート対戦となると議

論の練習にもなって税務調査の

場でもその練習が活かせるかも

しれません。しかし、せっかく勉

強してきた事の本質までに話が

到らない場合もあり、聞いてい

て非常に退屈で長い時間を費や

すのも否めない事実だと思いま

す。審査員の皆さんも眠さとの

戦いで大変だったことでしょ

う。今後ディベート形式のシン

ポジウムが続くとしたら、テー

マの選定、ルール作りなどます

ます考慮する事も増えそうな予

感がします。

昨年に引き続き今年もディベ

ート対戦となった秋季シンポジ

ウム。千葉青税の対戦は、税理士

業務の「無償独占VS有償独占」

というテーマで対戦相手は近畿

青税でした。ディベート経験者

の少ない我が千葉青税に比べ

て、ディベート慣れしている・

人材の層も厚いという印象の近

畿青税。ここは胸を借りて頑張

るしかないという気持ちで臨み

ました。

まず、税理士業務の無償独占

に関する資料を集め、会員で手

分けをして資料集の原稿を書き

ました。この時点では、みなさん

とても協力的だったのですが…

…、さてディベーターの選定と

なると一転、奥ゆかしい性格の

会員が多い千葉青税、尻込みを

する会員をかき分けて、名古屋

青税から移ってきた永田会員が

ただ一人立候補してくれまし

た。

結局ディベーターは、立候補

の永田会員、新入会員の高木会

員、昨年も出場した簾内会員、千

葉青税研究部長の私、松崎の４

人に決まりました。

何度か「シンポジウム勉強会」

と称してうち合せをし、本番に

向けて役割分担も決めました。

事前の担当者会議では、先攻・

後攻を決めたのですが、近畿青

税からは、「是非最初は有償独占

からさせて欲しい」と願いがあ

り、こちらは、どちらからしても

構わなかったのでその要求を受
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す。

全青税の直前となれば、研究

部員だけでなく賛助会員、他部

会会員を含めた名青税の先輩

方々のご指摘や、親交のある他

機関の方にもご指導を頂くこと

ができました。まさにディベー

トを通じて、名青税研究部の歴

史、先輩方々の経験、私たち研究

部員の日々の成果を結集させる

のです。そこには個人やチーム

としての枠を超えた、名古屋を

代表して参加するのだという、

一体感が生まれたと感じまし

た。

全青税シンポジウムの当日は

名青税の１年生にして研究部

に所属することになった私は、

研究部長の「今年はみんなで横

浜へ行こう！」との言葉に、条件

反射的に「行こう！」と答えてし

まいました。

当初の私は、全青税ディベー

ト大会の存在は知っていました

が、競技としてのディベートや、

根本的なルール等、ディベート

を十分理解していませんでした。

また、本来、勉強・研究は個人に

よるものとの考えから、チーム

で行われるディベートに対して

の、関心は薄いものでした。

研究部会に参加し、単に「知り

たがり」の性分ゆえに、議論に加

わるうちに、全青税初参加にし

てディベーターという大役を頂

くことになりました。

全青税への取り組みとして

は、９月以降、週に１度のペース

で研究部会が開催されました。

当然、時間は足りないため、それ

以外の時間はメーリングリスト

を使っての部員同士の意見の交

換や、統一見解の擦り合わせ等

が行われます。仕事以外の時間

をすべて利用してメールが飛び

交います。仕事中でも、移動時間

を利用してメールを送信する部

員もいるほどです。それらメー

リングリストの内容を前提とし

て、次回部会の開催へと続きま

というと、10 時 30 分に名古屋

駅に集合・出発。12 時に新横浜

着、全青税シンポジウム出席の

手続き。近場のレストランにて、

15 時まで昼食をとりながらミ

ーティング。その後、コーヒーシ

ョップへ移動し、各々担当部門

に分かれて最終打合せ。16 時 10

分前に会場入り・壇上へ。ディ

ベート終了後、懇親会場へ。実

質、会場にいた時間は１時間に

も満たず、全青税の他地域の単

位会の方々の発表を聴講するこ

とはできませんでしたが、準備

段階も含めて、全青税ディベー

ト大会をやりきったという充実

感がありました。

研究部として今年最大の目標

は終わりましたが、私の研究部

員としての活動は始まったばか

りです。

名古屋青税

研究部での研鑽で一体感を醸成

名古屋青税　井　藤　　　哉

秋季シンポジウム in KANAGAWA



秋季シンポジウム

利擁護」の視点が随所にみられ

た、いかにも東京青税らしい論

文に仕上がりました。

論文作成を終えると、「ディベ

ート」に向けての準備が始まり

ます。立論（＝主張）や質問の内

容や質問回答の方法を、チーム

内で検討し、何度も練り直し、内

容を詰めていきます。今年は恒

例の勉強合宿（今年は河口湖）も

開催でき、昼は議論、夜はお酒を

片手に仲間と語らい、「深い研

究」と「浅い眠り（？）」を追求

できた有意義な２日間となりま

した。

そして 11 月になり、いよいよ

迎えたシンポジウム本番です。

我 「々宮岡事件チーム」の思いを

背負った精鋭とパワーポイント

スペシャリスト２人でタッグを

組み、強敵・名古屋青税さんと

の最終試合に臨みます。試合が

始まると、会場の雰囲気を一気

にさらっていく圧巻のパフォー

マンスに圧倒されつつも（さす

が名古屋青税さん！）、我々はこ

れまでのトレーニングしてきた

ことを１つ１つクリアにしてい

きました。

ディベートは闘い（＝試合）で

すので、勝敗をつけざるを得ず、

今年も昨年に引き続き、東京青

税がベストチーム賞をいただけ

たことは非常に光栄に思いま

す。対戦した名古屋青税さんに

もこの場をお借りして敬意を表

したいと思います。

最後になりますが、私自身と

しては、勝ち負けよりも、ディベ

ートを通じて、『ディベートと

は、１つの事柄について研究を

深めることができ、また、多くの

仲間との「絆」を深めることがき

る』ことをあらためて学びまし

た。（そして、何より、ディベー

トはやはり日々のトレーニング

が大切だと）

シンポジウムが終わり、新横

浜プリンスホテルを出たときの

夜風がすっかり秋になっていま

した。時の流れの早さに気付か

され、あらためて身が引き締ま

る思いがしました。

我々東京青税は、10 年程前か

ら研究部活動の一環として、毎

年学生とディベートを行ってお

り、ここ数年は毎年 10 月に青山

学院大学法学部学生とディベー

トを行っています。そんな「ディ

ベート慣れ」している東京青税

は、昨年のシンポジウムでは、手

塚委員長のもと、見事に成果を

出し切りました。　　

あれから１年、日差しが厳し

く秋の気配など全く感じられな

い 8月から、早くも今年の秋季

シンポジウムに向けて準備が始

まりました。東京青税では、例

年、学生とのディベートを行う

都合上、２チームを編成します。

今年はシンポジウムのテーマで

ある所得税法 56 条「宮岡事件チ

ーム」と「京都弁護士会チーム」

（争点は、法律相談センターでの

事件受任の際に弁護士会が会員

弁護士から受ける受任負担金等

は消費税法における対価性を有

するか。チーム名は東京青税内

の呼称。）の２チームになりまし

た。

シンポジウムを担当する「宮

岡事件チーム」は、まず冊子用の

論文作成にとりかかりました。

この論文作成では、各章・各項

目の担当者を決め、それぞれの

会員が「深く」「深く」調べてき

たことをチーム内で検討し、１

つの論文にまとめていきます。

「税法学原論研究会」に参加して

いる会員とあって、「納税者の権

東京青税

ディベートを通じて学ぶもの

「深い研究」と「深い絆」

東京青税秋季シンポジウム委員長　高　橋　紀　充
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ステージのパフォーマンスを見つめる 次回シンポは大阪　来阪を呼びかける近畿青税

ジャグラーのサリバンさん 美女にいじられ青木会長もタジタジ

総合優勝　東京青税 個人総合VIP 今谷会員（埼玉） 岐阜青税の皆さん

審査委員の皆さん　阿部委員長の講評

第１試合　　○ 近畿青税 vs 千葉青税 ●

第２試合　　○ 岐阜青税 vs 埼玉青税 ●

第３試合　　○ 東京青税 vs 名古屋青税 ●

無償独占———有償独占

年末調整制度維持———廃止して確定申告へ

所得税法 56 条　富岡事件
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よね。

そこからはプライベートカー

に分乗して移動。ソウル市内、真

新しいビルの中にある韓国のお

寺料理レストランにて昼食。野

菜だけの料理に体が浄化される

のを感じました。

一旦ホテルにチェックイン

し、いざ総会の会場へ。

考試会の総会はソウルパレス

ホテルという高級ホテルの地下

にある大きな宴会場で開催され

ました。会場前には多くの花輪

が並べられていてとても華やか

なムードでしたね。

しかしそんなムードとは裏腹

に総会自体はとても激しいもの

でした。事業報告等々は穏やか

に進行したんですがね、中盤の

人事案件で会場が紛糾するのな

んのって。

言語の壁があってにわかには

理解できないのですが、あとか

ら説明を聞くところによると考

試会の人事に税務士会から意見

があったそうで。日本で言えば

全国青税の人事に日税連が口を

挟むみたいなイメージでしょう

か。

発言に次ぐ発言で時間を大き

くオーバーしたものの、人事は

原案の通り可決。新たな執行部

の船出となりました。

今回の総会で考試会の会長に

選任されたのはアン・ヨンファ

ンさん。大阪の勉強会にも来ら

れていたのでご存知の方もいる

でしょう。

小柄な体格ながら発する言葉

は情熱的で、とてもアクティブ

な方です。十数人のスタッフを

擁してソウルに事務所を構えて

いるんだとか。全国青税でもお

なじみのイ・シネさんと税務士

試験が同期だそうで、よく一緒

に勉強したんだそうですよ。

外国語も堪能で英語や中国語

をお話しになります。勉強会の

際に近畿の永岡さんと中国語で

会話する様子は一瞬自分がどこ

の国にいるのか分からなくなる

2012 年は日本と韓国という

二つの国家間において多くの摩

擦、軋轢が表層化した年でした。

しかし全国青税と韓国税務士考

試会との関係はそんな情勢に反

比例するようにより濃密に、よ

り強固になった一年だったと言

えるのではないでしょうか。

８月の全国大会、９月の勉強

会と非常に発展的かつ建設的な

交流や情報交換を重ねてきまし

た。

そして今回、韓国税務士考試

会の定期総会にお招きいただ

き、さらに親睦を深めてきたの

でそのご報告を。

渡韓したのは六名。青木会長、

森総務部長、坂井法対策部長、坂

田全国大会実行委員長、今津国

際副部長、そしてわたくし。

11 月 23 日に各々が成田、関

空、セントレアから韓国のイン

チョン空港に降り立ったのであ

ります。

インチョンには国際副会長の

チェさんや理事のソンさんらが

お出迎えに来てくれていました。

久々の再開に顔がほころびます

韓国税務士考試会総会出席と勉強会

—日韓民間交流で絆を深める—

国際部長　小　林　弘　隆（名古屋）

キム前会長と青木会長 挨拶する青木会長 キム前会長とアン新会長



日　韓　交　流

ほど印象的な光景でした。その

中国語は必要に迫られてかなり

短期間で習得されたんだとか。

このあたりからもアンさんの情

熱的な性格が垣間見えますね。

カラオケがお好きで、しかも

お上手です。そして声がデカい。

娘さんが二人と息子さんが一

人。娘さんはアイドルになれる

くらいの美人（本人談）。愛妻家

で家族をとても大切にされてい

ます。スマートフォンに家族の

写真がたくさん入っていて、そ

れを見せながらとても嬉しそう

に一人一人のエピソードを話し

てくれます。よく家族で海外旅

行に行かれるそうですよ。

全国青税との交流をとても大

切に考えておられるので、アン

会長体制の下でますます両会の

親交が深まるだろうと確信しま

したね。

また国際副会長には前期に引

き続きチェ・セヨンさんが就任

されています。日本語がペラペ

ラなのでお話したことのある会

員さんも多いのでは？

チェさんはお父さんのお仕事

の都合で小学生の頃に日本に住

んでいたことがあるんだそうで

す。だからあんなに流暢に日本

語が話せるんですね。

好きなマンガはタッチ。物語

の中で上杉和也がこの世から去

り、それを知ったヒロイン浅倉

南が泣き崩れる有名なシーン、

それをテレビで見ながらチェさ

んも号泣したんだとか。う〜ん、

ハートフル。

女性に優しく、今回の滞在中

もよく今津副部長の荷物をもっ

てあげる光景が見受けられまし

た。う〜ん、ジェントルマン！

好きな食べ物は柿の種。来日

すると必ず大量購入していかれ

ます。う〜ん、渋い。

横道にそれました。

審議事項がすべて可決し、そ

の後は来賓の祝辞。我らが青木

会長はこの祝辞を韓国語で遂行

するために、この日まで血のに

じむような特訓を繰り返してこ

られたのです。東本元国際部長

にお手本となる声を録音しても

らい、それを繰り返し聞く。そし

て呪文のように何度も唱える。

直前まで練習されていました

ね。前年の市木会長がとても流

暢にスピーチされたそうで、青

木会長のプレッシャーたるや並

大抵のことではなかったでしょ

う。そしていよいよ壇上へ。緊張

の面持ちで静かに話し始める会

長。

その結果は……見事大成功！

スピーチを終えた瞬間に会場

を万雷の拍手が。考試会のみな

さんも絶賛されてました。同行

者の我々もなんだか誇らしかっ

たですよ、うん。

さて、そんな大変な総会も終

わり、その後は懇親会へと突入

です。懇親会ではさっきまでの

緊張感がウソのように盛り上が

っていましたね。

クイズ大会やらゲスト歌手に

よるオペラのパフォーマンスや

ら。とても楽しめましたよ。

我々はその後の二次会にもお

邪魔したのですが、カラオケで

熱狂しましたね〜。青木会長が

韓国の歌を披露。いつの間に練

習したんでしょう。アン会長も

大好きな歌のようで二人でのデ

ュエットに。会場は感嘆と賞賛

の嵐でしたね。青木会長以外に

も坂井法対策部長がビリージョ

エルを、坂田実行委員長がチェ

ッカーズを熱唱されていまし

た。どちらもたいそう盛り上が

りましたよ。

そして最後には 2012 年を象

徴する一曲『江南スタイル』での

大団円。日韓入り乱れて踊り歌

いそして笑う。音楽を通じ、言語

を超えたコミュニケーションが

成立した瞬間でもありました。

勉 強 会
勉強会のように互いの持てる

情報を共有し、研鑽しあう場は

もちろんとても勉強になるので

すが、今回の総会出席のような

交流を主とした訪問でもやはり

多くのものが得られると実感し

ました。

普段はお会いするチャンスの

税務士考試会との勉強会 全青から坂井法対部長 合い間にミヨンドンを散策
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ない考試会の会員さんとも多く

お話しすることができ、互いの

資格制度や税制について話し合

う時間も持てました。全国青税

のこともより知ってもらえたと

思っています。

申告納税制度の下、専門家と

して納税者の権利擁護を標榜す

る同士が海を越えた隣国にもこ

んなに多くいるという事実、そ

れを実感できてとても心強く、

頼もしく思ったのでした。

来年は韓国で共催の勉強会が

開かれます。一人でも多く、全国

青税の会員の皆さんに参加して

いただきたいと思っていますの

で、今から計画的な貯蓄をお願

いいたします。まだテーマは未

定ですがきっと興味深い勉強会

になると思いますよ。

今回の訪韓で驚いたのが森総

務部長は韓国で最も尊敬される

と言われるセジョン大王に似て

いるらしいという話。彼は次に

行くときまでにもっと似せるよ

うにヒゲをたくわえると断言し

ていました。楽しみですね。

そしてわたくしと坂井法対策

部長は次回までに韓国語を少し

でも話せるようになるという宿

題をいただいてきました。坂井

さんはその後、携帯音楽プレー

ヤーに韓国語の音源を入れてリ

スニングの訓練をしているんだ

とか。わたくしも業務の合間に

独学で頑張ろうと心に誓ったの

ですが、はてさてどうなること

やら･･･。

考試会と全国青税との交流は

この数年でより多くの会員を巻

き込んだ実り多きものへと進化

しつつあります。この機運をさ

らに盛り上げられるよう、国際

部は今後も尽力してまいります。

韓
国
税
務
士
考
試
会
と
の
勉
強
会
ス
ナ
ッ
プ

青木会長と小林国際部長 記念品として贈られた扇を披露

参加した一行 勉強会の進行を見守る

懇親会 お寺料理レストランにて



日税連との懇談会

１．懇談会の基本事項

全青税では若手税理士の熱い

想いを日税連執行部に直言すべ

く、毎年、日税連に懇談会の開催

を申し入れています。今年度は

９月 15 日の全青税大阪理事会

で懇談会開催の申し入れをする

ことにつき審議・承認がなさ

れ、市木日税連担当委員長にご

手配をいただいた結果、無事 12

月５日に開催されることになり

ました。（ちなみに、日税連担当

委員長は全青税会長が退任直後

の年度に就任することが恒例の

ようです）

懇談会の出席者は、全青税側

は会長、総務部長、法対策部長そ

の他懇談会のテーマに応じた各

部長・委員長、そして各単位青

税の代表、さらには各単位青税

から推薦された会員等であり、

今年度は総勢 20 名で臨みまし

日税連執行部との懇談会
24.12.5／日本税理士会館

た。日税連側は、会長、副会長、

専務理事、総務部長など、懇談会

のテーマに応じて５名ないし６

名程度、ご出席いただいており

ます。

懇談会のテーマに関しては、

全青税側から申し入れをします

ので、会長、法対策部長、そして

日税連担当委員長を中心に基本

案を考えるのですが、どんな話

でもできるように、あまり範囲

を絞らずざっくりと「税理士法

改正と税制改正について」とい

ったテーマで申し入れを行って

います。

なお、懇談会では時として非

常に緊迫したやりとりが交わさ

れ丁々発止していたりもするの

ですが、懇談会終了後の懇親会

では、うってかわってざっくば

らんに色々な話をさせていただ

いております。この場でしか聞

けない or 言えない貴重な話も

多々飛び出したりしますので、

機会があればぜひ懇談会＆懇親

会に出席してみてください！

２．今年度のテーマ

今年度の懇談会では、税理士

法改正、税制改正、その他、の３

つのテーマで意見交換をしてき

ました。具体的な内容を簡記す

ると以下の通りです。

税理士法改正について

（1）選挙をふまえた現状認識と

感触、今後のスケジュールな

ど

（2）政府税調ヒアリングで指摘

があったOBへの資格付与問

題等について

全国青税執行部

〈青木会長挨拶要旨〉

我々全国青年税理士連盟
は、憲法に定められた租税法
律主義の理念に則り、納税者
の権利擁護をめざし、国民の
ための税理士制度の確立に向
けた運動を行っております。

本日は、税理士法改正、納税
者権利憲章、税制改正の３点
について議論を深めたいと思
います。特に税理士法第３条
の弁護士、公認会計士への自
動資格付与については今回の
改正で廃止される事を切に願
います。

議論は青年らしく直球勝負
で行きたいと思います。

どうか寛大な心と大きなミ
ットで受け止めていただけれ
ばと思います。

そして本日の懇談会が税理
士制度の発展に寄与出来れば
と思います。
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（3）要望のうち「税理士の資格」

部分の記述について

（4）改正要望項目の増減理由や

決定プロセスについて

（5）ＴＰＰやＦＴＡなどの規制

改革をふまえた制度改正につ

いて

税制改正その１

納税環境整備関連

（1）税制改正建議書で何故「納税

者権利憲章」ではなく「納税者

憲章」を要望したのか？

（2）税理士法第一条に納税者の

権利擁護を！

（3）租税法律主義の観点から通

達行政、Ｑ＆Ａ・ＦＡＱ行政

について意見と研究を！

（4）マイナンバー制度について

税制改正その２

個別税制ほか

（1）課税の公平の実現について、

どのような形で行うべきか、

認識を問う

（2）独立公正な立場に疑念を抱

かれぬよう、国民のための建

議権行使をアピールすべき

その他　若手税理士からの要望

（対内・対外広報の充実）

（1）日税連理事会のネット配信

や、SNSによるコミュニケー

ションなど IT活用を！

（2）日税連のホームページに若

者向けのページの作成充実

を！

（3）職業紹介セミナー等の開催

などにより、税理士制度のア

ピールを！

３．懇談会メモ

（議事録風に）

以下は懇談会のやりとりを議

事録風にまとめたメモです。紙

面の都合もあり、かなり大幅に

割愛していますが、雰囲気を感

じ取っていただけましたら幸い

です。

【池田会長挨拶】

・現在税理士法改正については

陳情を行っている。税理士法改

正を税制改正大綱に載せてほし

いとの陳情。

・政局がこのような状況で大綱

はどうなるのか？主税局が案は

作ってはいるが。

・９月理事会で 18 項目につき

「要望」を機関決定した。

・そこから 25 年度改正に向け

て実現可能な項目に絞った。そ

れで 12 項目になった。それ以外

６項目は次の税理士法改正に委

ねる。

・要望を提出したので、その後

の手続きについては手を離れた。

・選挙が終わってどんな運動に

なるのか分からないが、来年の

通常国会で通って欲しい。

【青木会長挨拶】

・今回の改正でぜひとも３条改

正を。

【税理士法改正】

福島重典税理士制度対策委員

長：現在陳情を行っているとの

ことであるが政治家の反応は？

（前向きなのか？別の団体の影

響を受けているのか？）

高田住男専務理事：選挙前なの

で感触は良いが、どうなるのか

分からない。

福島：政府税調の第７回の会議

では「要望にない項目」のうち

「その他の納税環境整備」で「税

理士制度の見直し」が取り上げ

られているが、前に進んでいる

と理解していいのか？

高田：松原副会長説明時に一部

議員からの批判もあったが、海

江田議員からフォローもいただ

いた。海江田議員は積極的にや

っていただけると聞いている。

今回の選挙の結果を見て対応を

考えたいと思っている安倍総裁

にも陳情した。選挙前なので好

感触だった。

福島：政府税調での前川副大臣

の発言であるが、ＯＢの自動資

格付与や税理士試験の科目合格

制について疑問を呈する質問が

日税連執行部と挨拶する青木会長（後ろ姿）
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あった。この２点については先

日会計士側の意向を受けたと思

われる会計大学院協会の意見書

でも指摘されている。まずＯＢ

の資格取得の問題についてお尋

ねしたいが、当初の日税連制度

部答申は二段階試験が前提では

あるが会計科目１科目を受ける

べきとの意見であったと思う。

その後、ＰＴタタキ台、意見（案）

では指定研修の内容の充実と運

営の透明化を求めるとの表現に

後退し、論点整理メモや今回の

改正要望書では一切触れられな

いものとなっている。このＯＢ

についての指摘であるが、どの

ように受け止めているのか？

高田：今回の改正のポイントは

３条の弁護士・公認会計士に対

する措置。これらは８条に持っ

ていって例外にしたい。ＯＢは

８条になるので、既に例外にな

っている。ＯＢについては能力

担保措置はいちおうなされてい

る。

福島：先日、全国青税は改正要

望書に対する意見書を出してい

るが、我々は事実上無試験で資

格取得ができるＯＢについても、

会計士や弁護士と同様に従前よ

り問題視している。引き続きご

検討いただきたい。

高田：要望として次の改正での

検討課題であろうと受け止める

が、ＯＢは既に弱っているのに、

そこにさらに頭を打つ必要があ

るのかは疑問にも思う。

福島：平成 25 年度改正要望項

目での「税理士の資格」の部分の

表現であるが、「例えば……など」

と記載してあり、試験を受ける

ことが例示のようにも読み取る

ことができ、後退ではないのか。

また関係者等とは誰を指してい

るのか？その関係者との協議は

進んでいるのか？

高田：９月 26 日理事会要望書

と文章的には変わっていないと

思う。関係者は提案者であり説

明者でもある国税庁のことを指

す。国税庁が反対のものは出せ

ない。ポイントは３条を下げる

ことはしない。結果は国会議員

に任せる。後退した表現に見え

るかもしれないが法律を通すた

めの表現と思って欲しい。

福島：３条の改正は断固として

後退することなく進めて欲しい。

また、併せてＯＢの資格取得の

問題についても引き続き検討を

進めていただくよう重ねて要望

する。

坂井昭彦法対策部長：試験合格

を原則としていたのに表現で

「幅」が出来たことに危惧したの

で質問させて頂く。租税教育を

含め、進め方について、特に会員

からの意見募集について物事の

決め方に透明性が無いのではな

いか？租税教育が入った理由に

ついて聞きたい。

高田：３条については段階的に

改正し、その要望をしているの

で直球ではないが理解して欲し

い。租税教育については大綱に

も載ったが法１条使命からくる。

会則の絶対的記載事項に入れて

積極的に取り組んで欲しい。だ

から特設的な委員会ではなくて

推進部も作った。

坂井：国税通則法改正について

も手続きは透明であって欲しい

（要望）。会員の声は汲み上げて

欲しい。

高田：国税庁から案が出てき

て、意見をいう機会もあった。国

税庁とは良好な関係にある。座

して何も意見をしていないわけ

ではない。

池田日税連会長 日税連執行部

司会
日税連高田専務理事
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【ＴＰＰ・ＦＴＡ】

小林弘隆国際部長：緊張してい

ます。外国弁護士も日本で登録

できるようになるかも。今後ど

のように制度を完成していけば

良いと思われるか？

高田：だからこそ３条を改正し

ようとしている。一番心配して

いるからこそだ。

小林：同意。情報が少ないので、

情報提供も積極的に行って欲し

い。あと、国際連帯税などの租税

の国際化についても情報提供を

して欲しい。

坂井：韓国における外国税務諮

問士。日本の税理士法は適用範

囲として、そもそも解放されて

いるとの理解も出来る。対応を

お願いしたい。国内の税務サー

ビスにいかにアクセスさせない

か。危機感を持って欲しい。

浅田恒博専務理事：韓国のとっ

た道を取るとは限らない。名称

独占も注意せねばならない。Ｔ

ＰＰは規制改革委員会。

【納税環境整備】

芳賀保則納税環境整備委員長：

納税者権利憲章の「権利」の文字

が抜けているが、税制改正ヒア

リングでもコメントされていな

い。そもそも日税連の取り組み

状況を教えてほしい。

高田：納税者の権利も義務も全

うしなければならない。

浅田：今回はヒアリング割り当

て時間７〜８分のほとんどを税

理士法改正に充てた。

芳賀：金子先生も納税者の権利

擁護について１条改正を訴えて

おり、納税者の権利擁護が税理

士の使命である。

高田：金子先生からも要望とし

ては承っている。ただし、権利と

義務の双方があるので、権利の

みクローズアップ１条改正を今

回の改正に盛り込むことは時期

的・期間的に難しい。今回の改

正はあくまでも３条。理解して

欲しい。

芳賀：閣議決定された「納税者

権利憲章」をあえて「納税者憲

章」とした理由は？

浅田：名称を変えただけではな

い。23 年の書きぶりと 25 年度

の建議書は変わっている。経緯

は通則法から除かれたことが原

因となっている。

高田：納税者に権利は無い、と

いう意見をいう議員もいる。気

持ちはわかるが、権利が侵害さ

れた事例があれば、法律は改正

されるかも知れない。国側は通

則法によって権利は十分に護ら

れている、との理解をしている。

芳賀：Ｑ＆Ａ、ＦＡＱ行政につ

いて、問題意識があるか？

浅田：建前はそうだ。法的効果

もご指摘のとおり。

芳賀：出来れば法律のなかで、

せいぜい通達のなかで整備して

欲しい。

浅田：通則法通達に対しては税

理士会として相当質問している。

それを受けて書き方も変えられ

た。「納税者の理解と協力」が通

達にも明確に書かれている。こ

れは日税連の建議があったから

だ。ＦＡＱは一般納税者向け。

坂井：ＦＡＱ行政、Ｑ＆Ａ行政

を助長するような言い回しがあ

る。本来は理解と承諾も法律で

規定されるべきだったのではな

いか？

高田：気持ちはよく分かるが。

条文読んでいてもよく分からな

いものがある。ただ、懲戒に関す

る取り扱いが出たときに懲戒処

分が増えた。基準の明確化は逆

に縛られることになるので、遊

びの部分が必要と思うが。

芳賀：マイナンバー制度につい

ては、民間に利用拡大がされる

見通しを聞いたが、取り組み状

況を教えて頂きたい。

浅田：安易に民間利用はしない

でもらうよう、意見をまとめて

いる。政局がこんななので提出

先が無いが。

【個別税法ほか】

前田信哉税制対策委員長：課税

の公平について、応能負担をど

のように考えているのか？

浅田：消費税についての質問か

と思うが、三党合意は生きてい

る。インボイス制度は小規模事

業者が弾かれるかもしれない。

中小事業者の事務負担も大きい。

小林国際部長

芳賀納税環境整備委員長

前田税制対策委員長
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神奈川開催のシンポジウムに

ご参加頂きありがとうございま

した。神奈川青税は裏方に回っ

ていたので、今号には写真等の

掲載もほとんどありません。秋

季シンポジウムのパンフに神奈

川青税役員の若かりし頃の写真

が掲載されておりましたが、秋

季シンポのときには現在の顔と

の「答え合わせ」を発表する時間

がありませんでした。解答は神

奈川青税のHPをご参照くださ

い。

神奈川青税　　検索

政治家は逆進性緩和のため説明

が楽なのでインボイスや複数税

率を述べる人がいるが、それで

は持たない旨は訴えていく。

前田：歳入庁創設について、も

し創設された場合は財務省の下

に置くべきと建議しているが、

巷には財務省の下には置くべき

ではないという意見もある。ど

のような理由で置くべきだと考

えているのか？

坂井：補足すると、納税者の立

場に立って建議しているとは思

うが、世間からみるとそうでは

ないように見られる危険性もあ

るので、そのあたり確認してお

きたい。

中村一三総務部長：納税者の立

場に立って判断する際に、歳入

庁が財務省の下に入っておれば

税理士がチェックも意見も出来

るようになる、ということだ。

浅田：三党合意で歳入庁構想が

入っている。ただ、その実現につ

いては注視しなければならな

い。

坂井：税理士法改正を控えた大

事な時期であるからこそなおさ

ら納税者のためにしっかり建議

をして、それをアピールして欲

しい。

【その他の要望】

金井浩一広報部長：理事会のネ

ット配信などをして、全国の税

理士に会長の生の声を聞かせて

欲しい。ＳＮＳなどを使って双

方向の意見も述べられるよう利

用も検討して欲しい。あと、税理

士職業紹介ＰＲの要望。

高田：公開は国会と異なる。理

事会を会員のみに配信するとい

うのは技術的に可能かどうか分

からない。白紙の状況。税理士会

は対外広報が下手であることは

認める。まずロゴを作った。

坂井：会計士や弁護士はＨＰに

受験生に向けた発信がある。税

理士会も検討して欲しい。ドラ

マや漫画も。

高田：総務部・広報部で検討す

るということで預かるが、長い

目で見て欲しい。

【懇親会】

懇親会では、時間の関係で言

い足りなかったことなどもかな

り具体的にたっぷりと本音で話

をすることができました。また、

その話の中で「全国青税と日税

政との懇談会」という話まで飛

び出して来ましたので、終わっ

てみれば実り多い懇談会だった

ような気がします。今後も全国

青税として懇談会においては言

うべきことを言い、懇親会では

大いに語り合うことで、税理士

界のより良き未来をかたちづく

ることに繋がればと思っており

ます。

懇談会を控え作戦会議

昨年秋に提出した６件の意見書

１．「税理士法に関する改正要望書」に対
する意見
／日本税理士会連合会宛

2012/10/9　提出

２．「税務訴訟における補佐人制度の緩
和」に対する意見
／内閣府宛

2012/11/12　提出

３．「弁護士・公認会計士に対する税理士
資格の自動付与制度の撤廃」に対する意
見　／内閣府宛

2012/11/12　提出

４．「国税OBに対する事実上無試験によ
る税理士資格の自動付与制度の撤廃」に
対する意見　／内閣府宛

2012/11/12　提出

５．「弁護士は、当然、税理士の事務を行
うことができる規定の撤廃」に対する意
見　／内閣府宛

2012/11/12　提出

６．日税連への納税者権利憲章の制定につ
いての意見・要望
／日本税理士会連合会宛

2012/11/15　提出
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